
議案第 １２ 号 

名張市学校の管理に関する規則の一部を改正する規則の制定に

ついて

名張市学校の管理に関する規則（昭和３４年教育委員会規則第２４号）の一

部を改正する規則を別紙のとおり制定する。 

令和 ２年 ５月２０日提出 

      名張市教育委員会

                   教育長 西 山 嘉 一 
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   名張市学校の管理に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

１．改正理由 

  令和２年度に限り、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休校していた期間

の未履修内容を補うことを目的として、市立小中学校の夏季休業日の期間を変更するた

め、所要の改正を行うものである。 

２．改正内容 

令和２年度に限り、夏季休業日を８月１日から８月２３日まで（本則では７月２１日

から８月３１日まで）とする。 

３．施行期日 

  公布の日から施行する。 
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   名張市学校の管理に関する規則の一部を改正する規則 

 名張市学校の管理に関する規則（昭和３４年教育委員会規則第２４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

５ 令和２年度に限り、第３条の２の規定にかかわらず、夏季休業日は、８月１日から８

月２３日までとする。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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名張市学校の管理に関する規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第２６条 （略） 第１条～第２６条 （略） 

附 則 附 則 

１～４ （略） １～４ （略） 

５ 令和２年度に限り、第３条の２の規定にかかわ

らず、夏季休業日は、８月１日から８月２３日と

する。 
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